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【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年12月27日(2016.12.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　この接着テープは、２つの異なる面を有するべきである。一方の面は感圧接着性で、も
う一方の面は熱活性化性であるべきである。熱活性化性とは、その面が比較的高い温度の
場合に、貼り付けるべき土台表面での流動、土台への部分的な溶融、または土台との融合
を可能にするために軟化または溶融または少なくとも部分的に溶融することを意味してい
る。接着テープの層間の結合強度は常に、接着テープの不具合の際に、決して接着テープ
の個々の層の間での剥離が生じることがなく、常に１つの層内での不具合が生じるほど良
好であるべきである。これは、接着テープを湿熱処理した後にも当てはまるべきである。
非常に大きな層厚も達成可能であるべきで、この非常に大きな層厚は、発泡された形また
は発泡体様形においても実現できるべきである。厚い発泡体様層は、接着テープの接着力
もせん断強度も強く上昇させることができる。接着テープは、典型的には自動車の内部空
間で生じ得るような比較的高い温度でも確実に保たれているべきである。経済的な理由か
ら、接着テープは高いコーティング速度で製造可能であるべきである。接着テープは、複
合品の製造に適しているべきであり、かつＥＰＤＭプロファイルおよびその他のゴム状の
プロファイル、特に自動車分野でのシーリングプロファイルの貼り付けに適しているべき
である。
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